
第３次香美町総合計画基本計画（重点施策：第３期香美町総合戦略） 

策定のための意見募集について 

 

 第３次香美町総合計画基本計画（重点施策：第３期香美町総合戦略）の策定に

あたり、皆さまの意見を募集します。 

 

１ 目的 

 人口減少問題への対応や地域経済の活力の維持・増進など、地方創生に主眼を

置いた施策群を基本計画の重点施策として位置付けた「第３期香美町総合戦略」

の策定にあたり、広く意見を募集します。 

 

２ 第３期香美町総合戦略の概要 

 第３期香美町総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」（平成 26年法律第 136

号）に基づく総合戦略であり、人口ビジョンで定めた将来目標人口の実現及び地

域の活性化に向け、必要な施策を定めたもので、計画期間は次のとおりです。 

 計画期間 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 

 

３ 募集期間 

 2025（令和７）年 10月 20日（月）から 2025（令和７）年 11月９日（日）まで 

 

４ 意見を提出できる方 

 ⑴ 町内に住所を有する方 

 ⑵ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

 ⑶ 町内に所在する事務所又は事業所に勤務する方 

 ⑷ 町内に所在する学校に在学する方 

 ⑸ 本町に対し納税義務を有する方 

 

５ 第３次香美町総合計画基本計画（重点施策：第３期香美町総合戦略）の公表 

 意見を募集するために必要な資料は、次に掲げる方法で公表します。 



 ⑴ 町ホームページへの掲載 

    https://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/index.html 

 ⑵ 香美町企画課及び各地域局での閲覧 

    閲覧時間 午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（土日、祝日は除く。） 

 

６ 意見の提出 

 意見応募用紙に必要事項を記入の上、次のいずれかの方法により提出してくだ

さい。（提出された意見応募用紙は返却しません。） 

 なお、住所、氏名を明記していない場合は、提出意見として取り扱いませんの

でご注意ください。 

 また、電話や口頭での意見等に対しては、受付、回答は行いませんので、ご了

承ください。 

 ⑴ 香美町企画課又は各地域局への提出 

 ⑵ 郵送による提出 

    提出先：〒669-6592 香美町香住区香住 870-1 香美町企画課 

 ⑶ FAX による提出 

FAX番号：0796-36-3809 

 ⑷ 電子メールによる提出 

電子メール：kikaku@town.mikata-kami.lg.jp 

 

７ 意見の取り扱い及び公表 

 提出された意見等については、内容を要約（同様の趣旨の意見は集約）し、町

の考え方を付し、提出された方の住所、氏名等の個人情報を除き町ホームページ

で公表します。また、意見等をいただいた方に対し個別の回答は行いません。 

 なお、賛成、反対のみの意見については、意見があったことのみの公表としま

すのでご了承ください。 

 


